
大田原ブランド認定制度実施要領 

（目的） 

第１条 大田原市の自然豊かな環境の元で生産又は加工製造される特に優れた特産品を大

田原ブランドとして認定し、情報発信することにより、大田原市の知名度向上を図ると

ともに、産業の振興及び地域活性化に資することを目的とする。 

 （通称） 

第２条 大田原ブランドの通称は、「与一ブランド」とする。 

（認定基準） 

第３条 認定基準は、大田原ブランド認定基準（平成２５年４月１日実施）によるものと

する。 

（認定の対象） 

第４条 認定の対象は、大田原市内で生産又は加工製造されたもの若しくは大田原市内の

生産物を材料として加工製造されたもの（以下「特産品」という。）とする。 

（認定の申請資格） 

第５条 認定の申請を行うことができる者は、認定の対象となる特産品を生産又は加工製

造している個人、企業、団体等であって、原則として、大田原市内に主たる事業所を有

するものとする。 

（認定の申請） 

第６条 認定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、大田原ブランド認定申

請書（様式第１号）に、必要な書類を添付して大田原市ブランド推進協議会（以下「協

議会」という。）に提出するものとする。 

（申請内容の審査） 

第７条 申請内容の審査は、大田原市ブランド推進協議会審査部会（以下「審査部会」と

いう。）が行い、その結果を協議会に報告するものとする。 

（認定の決定） 

第８条 協議会は、審査部会からの審査報告に基づき、認定することが適当と認める場合

は、認定を決定し、認定された当該申請者（以下「認定事業者」という。）に対して大

田原ブランド認定結果通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

２ 協議会は、審査部会からの審査報告に基づき、認定することが適当でないと認めると

きは、認定しないものとし、当該申請者に対して様式第２号によりその理由を付して通

知するものとする。 

３ 協議会は、認定事業者に対し、大田原ブランド認定証（様式第３号）を交付するもの

とする。 

（認定の有効期間） 

第９条 大田原ブランド認定の効力は、認定の決定があった日から起算して２年後の日の

属する年度の３月３１日までとする。 



（認定の表示等） 

第１０条 認定事業者は、認定を受けた特産品（以下「認定品」という。）並びにその包

装及び容器等に、大田原ブランド認定マークを表示することができる。 

２ 認定マークは、認定品以外に表示してはならない。 

３ 認定マークの表示に要する経費は、認定事業者が負担するものとする。 

４ 協議会は、認定マークの使用状況について、必要に応じて認定事業者に報告を求め、

調査を行うことができる。 

（事業の実績報告） 

第１１条 認定事業者は、毎年度終了後１か月以内に、前年度における認定品の生産量、

広報宣伝の取り組み状況等その他協議会が指定する事項について、大田原ブランド事業

実績報告書（様式第４号）により協議会へ報告しなければならない。 

（認定の更新） 

第１２条 認定事業者は、第９条に規定する有効期間が満了になる場合において、引き続

き認定を受けようとするときは、認定期間満了２か月前までに大田原ブランド認定更新

申請書（様式第５号）により協議会に提出するものとする。 

２ 協議会は、認定の更新をした場合は、認定事業者に対して認定証を交付するものとす

る。 

（認定内容の変更） 

第１３条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、大田原ブランド認定申

請事項変更届出書（様式第６号）により、速やかに協議会に提出しなければならない。 

 ⑴ 認定品の商品名を変更した場合 

 ⑵ 認定品の生産、加工製造又は販売を廃止若しくは中止した場合 

 ⑶ 認定品の包装又は容器等に係るデザインを変更した場合 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、申請書記載事項等に変更が生じた場合 

（認定の取り消し） 

第１４条 協議会は、認定品が次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を取り消すこ

とができる。 

 ⑴ 認定を受ける資格を欠くに至った場合 

 ⑵ 認定基準を満たさなくなった場合 

 ⑶ 虚偽の申請により認定を受けた場合 

 ⑷ 認定品の生産、加工製造又は販売を廃止若しくは中止した場合 

 ⑸ その他、制度の運用に重大な支障をきたす行為があった場合 

（認定事業者の責務） 

第１５条 認定事業者は、この要領の規定を誠実に順守するとともに、次に掲げる事項に

ついて留意しなければならない。 

⑴ 認定品の生産、加工製造又は、販売等を通じて、当該認定品の情報発信を積極的に



行い、大田原市のイメージ向上に努めること。 

⑵ 認定品の計画的な生産、加工製造及び適正な品質管理並びに流通体制の整備に努め

ること。 

（損害に対する責任） 

第１６条 協議会は、大田原ブランドに関するいかなる損害に対しても、その責任を負わ

ない。 

附 則 

この要領は、平成３０年３月１日から実施する。 

  



様式第１号（第６条関係） 

年  月  日 

 大田原市ブランド推進協議会長 様 

 

               申請者 住所（所在地） 

                   氏名（名 称） 

（代表者） 

                   電話番号 

 

大田原ブランド認定申請書 

 

 大田原ブランドの認定を受けたいので関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 大田原ブランド認定申請調書（別記様式１） 

２ 誓約書（別記様式２） 

３ 参考資料（商品のパンフレット、その他） 

       ※ない場合は不要 

４ 申請者を証明する書類 

  ・住民票の写し（申請者が個人の場合） 

  ・登記簿謄本の写し（申請者が法人の場合） 

  ・規約等組織の概要がわかる書類（申請者が団体（任意）の場合） 

 

 

  



別記様式１ 

  年  月  日 

大田原ブランド認定申請調書 

 

１ 申請者の概要 

ふ り が な 

法 人 等 の 名 称 
 

所 在 地 

大田原市 

（本店が市外の場合は名称及びその住所を記入） 

 

ふ り が な 

代 表 者 名 
 

設立年月日注１ 年    月    日 

資 本 金 等 千円 従業員数      人 

Ｕ Ｒ Ｌ  

経 営 理 念 

 

 

 

 

主 な 事 業 内 容 

 

 

 

 

申 請 に 関 す る 

担 当 者 連 絡 先 

担当者名  部署  

電話  

FAX  

Email  

 

注１個人にあっては、事業開始年月日 



２ 申請に関する特産品の概要 

ふ り が な 

商 品 の 名 称 

 

申 請 商 品 の 

特 徴 及 び 概 要 

（内容、機能、特徴等を記入・申請商品等を提出できるときは提出してください） 

 

 

 

 

生 産 シ ス テ ム 

（仕入、生産、製造、パッケージ等の工夫、開発特徴などを記入） 

 

 

 

 

流 通 ・ 販 売 

シ ス テ ム 

（流通、販売、表示、ＰＲ等の工夫、開発、特徴などを記入） 

 

 

 

 

生 産 ・ 販 売 量

（ 額 ） の 推 移 

（生産量、販売量、販売の推移、現状などを記入） 

生産の場所 

生産量 

販売量及び単価 

販売の推移 

販売の現状 

 

大田原ブランド申

請にかける申請者

の 思 い 

（申請商品及び申請者の取り組み等が、大田原ブランドとして適している理由のほか、大田原市の文

化・歴史や自然との関連性、環境への配慮、ほんものづくりへのこだわり、伝統などについて記入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ オリジナル性 

歴 史 ・ 文 化 

（大田原のもつ歴史、文化や土壌・水等の素材の活用について記入） 

 

 

 

 

商 品 特 性 

（品質、形状、味、色など優れている点を記入） 

 

 

 

 

関連産業や雇用 

促 進 へ の 波 及 

（関連産業への波及効果や地域雇用の促進に繋がることについて記入） 

 

 

 

 

観 光 誘 客 

へ の 見 込 み 

（観光誘客促進につながる見込みについて記入） 

 

 

 

 

 

４ 信頼性 

安 全 ・ 安 心 

（安全に対する検査体制、品種や生産等の商品企画が統一されている点を記入） 

 

 

 

 

苦 情 、 要 望 

へ の 対 応 

（苦情要望等に対応する体制について記入） 

 

 

 

 

 



５ 持続性 

安 定 供 給 

（安定供給が継続できることについて記入） 

 

 

 

 

 

 

組 織 内 基 準 

（組織内での基準設定があり、組織内審査について記入） 

 

 

 

 

 

 

 

６ その他 

（申請者の経験や能力、資格のほか、申請にあたりアピールしたいことなどを記入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



別記様式２ 

  年  月  日 

 

 大田原市ブランド推進協議会長 様 

 

               申請者 住所（所在地） 

                   氏名（名 称） 

                     （代表者） 

 

 

誓 約 書 

 

 大田原ブランド認定申請を行うに当たり、下記に掲載した事項は真実に相違ありません。 

 また、申請資格を有しないと判断された場合及び申請者としてふさわしくない行為があ

った場合は、大田原ブランドの認定対象から除外されても、何ら異議を申し立てません。 

 

記 

１ 大田原ブランド認定基準に規定する要件を満たしておりますので、申請資格を有して

います。 

２ 大田原ブランド認定申請書等の提出書類に記載の事項は事実に相違ないことを確約し

ます。 

  



様式第２号（第８条関係） 

第  号 

年  月  日 

         様 

 

大田原市ブランド推進協議会長 

 

 

大田原ブランド認定結果通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった大田原ブランド認定について審査した結果、

下記のとおり認定（すること・しないこと）と決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

１ 特産品名 

 

２ 事業者等  住所（所在地） 

 

        氏名（名 称） 

          （代表者） 

 

３ 理由及び意見 

 

  



 

様式第３号（第８条関係） 

 

 

 

                 認定番号 第   号 

 

 

大田原ブランド認定証 

（与一ブランド） 
 

                        様 

 

特産品名 

 

    上記の産品を大田原ブランド認定制度実施要領 

   による「大田原ブランド（与一ブランド）」とし 

て認定します。 

 

有効期限     年  月  日 

 

      年  月  日 

       大田原市ブランド認定推進協議会長 

 

  



様式第４号（第１１条関係） 

年  月  日 

 大田原市ブランド推進協議会長 様 

 

認定番号 第   号 

住所（所在地） 

氏名（名 称） 

                       （代表者） 

 

大田原ブランド事業実績報告書 

 

大田原ブランド認定制度実施要領第１１条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 生産（製造）、販売量（単位） 販売額（円） 

４月   

５月   

６月   

７月   

８月   

９月   

１０月   

１１月   

１２月   

１月   

２月   

３月   

 計   

 

情報発信の取組状況・実績等 

 

  



様式第５号（第１２条関係） 

年  月  日 

 大田原市ブランド推進協議会長 様 

 

               申請者 住所（所在地） 

                   氏名（名 称） 

（代表者） 

                   電話番号 

 

 

大田原ブランド認定更新申請書 

 

   年  月  日付けで大田原ブランドの認定を受けた下記の産品について、認定の

更新を申請します。 

 

 

記 

 

１ 認定番号 

２ 特産品名 

  



様式第６号（第１３条関係） 

年  月  日 

 

 大田原ブランド推進協議会長 様 

 

認定番号 第 号 

住所（所在地） 

氏名（名 称） 

                       （代表者） 

 

 

大田原ブランド認定申請事項変更届出書 

 

 大田原ブランド認定制度実施要領第１３条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

変更事項 

新 

 

旧 

 

変更理由 

 

 

担当者連絡先 

担当者名  

電  話  

Ｆ Ａ Ｘ  

E - m a i l  

 


